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  書         記  寒河江 美 桜 

  書         記  山 内 千 洋 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 一般質問             

                              

開 議 午前１０時００分 

〇議長（藤野博三君） ただいまから令和８年余

市町議会第１回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は15名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位３番、議席番号16番、寺田議員の発言

を許します。 

〇16番（寺田 進君） 令和８年余市町議会第１

回定例会におきまして、さきに通告しております

質問をいたします。答弁よろしくお願いいたしま

す。 

 余市町有害鳥獣被害防止対策支援事業につい

て。近年全国各地で野生鳥獣被害が深刻化してい

ます。令和６年度の全道の被害額は64億6,900万円

で、農業が64億4,600万円となっております。主な

鳥獣別被害額は、前年度と比較するとエゾシカは

１億2,300万円、ヒグマは2,200万円増加しました

が、カラス類は4,600万円減少したと発表されてお

ります。余市町では、令和６年度余市町鳥獣被害

防止計画を発表され、被害の軽減目標、今後の取

組方針などの推進をされております。そこで、以

下伺います。 

 １、直近１年間の農作物被害額をヒグマ、アラ

イグマ、カラス類、エゾシカ別に、さらには全体

の金額を伺います。 

 ２、余市町有害鳥獣被害防止対策支援事業とし

て電気柵、箱わなの購入に対する支援事業を実施

されていますが、何件の申込みがあり、何件の交

付がありましたか、さらに１件当たりの交付金額

は幾らなのか伺います。 

 ３、ハンター育成のため狩猟免許等取得に係る

経費の一部を助成しておりますが、何名の方に幾

ら助成されたのか、第１種銃猟または第２種銃猟、

網猟またはわな猟別に伺います。 

 ４、鳥獣被害防止計画の10、（４）、実施体制

に関する事項に各種団体や各町内会等においても

積極的な関与を促し、町内会回覧板や各種会合で

の呼びかけ、講習会の開催等、地域全体で取組を

進めるとありますが、一部地域では不安で農作業

ができないとの声も聞かれます。特に大型有害鳥

獣による被害が発生または発生すると思われると

きは、どのように周知されているのか伺います。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、寺田議員の余市町

有害鳥獣被害防止対策支援事業に関する質問に答

弁します。 

 １点目の農作物被害の金額についてですが、令

和６年度全体推計額は約912万円で、獣種別で見ま

すと、ヒグマ40万円、アライグマ41万円、カラス

類162万円、エゾシカ652万円となっています。 

 ２点目の電気柵、箱わな購入支援についてです

が、令和６年度実績で申込みが15件あり、うち電

気柵９件、箱わな６件となっており、購入費用に

対して２分の１以内の額で、１件当たり電気柵で

は最大５万円、箱わなでは最大１万円の補助をし

ています。 

 ３点目の狩猟免許等の費用の助成についてです

が、令和６年度実績として４名の方へ助成し、重

複もありますが、第１種銃猟及びわな猟ともに３

件の申請があり、３件それぞれ合計で第１種銃猟

20万4,000円、わな猟１万5,000円を助成していま

す。 
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 ４点目の大型有害鳥獣の発生に対する周知につ

いてですが、足跡や食害等の連絡を受けた際に現

地確認の上、注意看板を設置するとともに、周囲

の方々へ注意喚起の声かけとラジオ等による防衛

対策について説明をしています。 

〇16番（寺田 進君） ありがとうございました。

申し訳ないのですけれども、今答弁いただきまし

たけれども、それぞれの項目、関連がございます

ので、ちょっとランダムになってしまうかもと思

われますので、ご承知おき願います。 

 ヒグマ、エゾシカの被害防止対策について伺い

ます。今様々な支援の事業の金額等お示しいただ

きましたけれども、侵入防止対策と捕獲の対策と

を別々にある意味では支援をされていると思うの

ですけれども、それぞれの予算というのは十分だ

ったのか。また、ある意味では鳥獣が入ってこな

かったら被害も当然起きないわけですけれども、

そういった意味では要するに侵入防止となるの

は、補助されているのは電気柵のみかなと思われ

るのです。そういったバランス的な問題、さらに

は電気柵の上限が決まっております。これの上限

があることが果たして適正だったのかどうだった

のかと、この辺の検証はどういうふうになってい

るでしょうか、お伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、寺田議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 予算が十分かということですけれども、基本的

にもちろん広大な敷地内があるわけですから、そ

こにずっと電気柵を張るなんてことは現実性があ

るわけではないです。予算も限られているわけな

ので、それをどう十分に配分するかの話に尽きて

くるかと思いますが、この点はきちんと実績や現

状を踏まえて適切に担当課のほうで予算を配分し

ているというふうに認識しています。 

〇16番（寺田 進君） 今おっしゃったように、

予算が無限大にあるわけではないので、それぞれ

の中、十分な割り振りをしているというふうにお

伺いしました。ただ、余市町の獣害被害防止計画

の今後の取組方針という、令和６年度に出ている

防止計画、中でヒグマ、エゾシカとも圃場の適切

な草刈り、電気柵の設置や爆音機等での威嚇によ

る追い払いを行うというふうになっております。

この辺の圃場の適切な草刈り、電気柵の設置や爆

音機での威嚇と、この辺のことがでは十分だった

のかどうなのか。また、その後に効果のない場合

は、熊は銃器、箱わなによる捕獲、エゾシカは銃

器またはくくりわなによる捕獲を積極的に行うと

いうふうにあります。銃器、わなというのは、当

然狩猟免許が必要で、猟友会が対応していただい

ていると思いますけれども、圃場の草刈り、これ

は積極的に行うというふうになっているのですけ

れども、どなたがどの程度といいますか、どのく

らいの規模で行っているのかお伺いしたいと思い

ます。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、寺田議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 もちろん土地の所有者が草刈りをやることには

なっております。 

〇16番（寺田 進君） 土地の所有者が積極的に

行っていただくという、そういう働きかけは町と

してはどういう形で働きかけをしているのかお伺

いしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、寺田議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 被害があった際には、土地の所有者のほうと担

当のほうで話して適切に対応するようなお話をさ

せていただいているということでございます。 

〇16番（寺田 進君） 今お話伺いました。被害

が起こるとというふうに今おっしゃいましたけれ

ども、鳥獣防止計画の中では起こらないように圃

場の適切な草刈りを行うというふうになっていま

す。こればかりは、相手が自然の野生動物であり

ますし、ではいつどう動くかということも当然我

々が知り得ることはできませんので、難しいこと
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だと思われますけれども、現実的にはどういうこ

とが起こっても無事に対応できるような体制を取

っていくことが大事かと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 続きまして、ヒグマ、エゾシカの被害の関係性

と今後の対策についての見解を伺いたいと思いま

す。世界自然遺産知床においてエゾシカが異常繁

殖をし、ヒグマの餌となる草を食べ尽くすそうで

す。その結果、ヒグマはセミの幼虫を土の中から

掘り返して食べているそうです。また、行動範囲

の大きな個体は、市街地周辺にまで出没するよう

になったという情報がＮＨＫで報道されておりま

した。昨今の出没の頻度を見ると、余市町でも同

じような状況に陥っているのではないでしょう

か。この辺の動きについての見解を伺いたいと思

います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、寺田議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 私は、熊の生態の専門家ではないので、分かり

ません。もちろん熊、各地エリアによってそれぞ

れ個体の性格があるというような話もあります

し、余市町の場合、地域特性、山と住民の住んで

いるエリアとの境界には打ち捨てられた果樹地帯

があって、そこが一定のバッファーを果たしてい

るという話もあって、それについては統一的な見

解はもちろん専門家ではないので、分からないで

すし、様々な状況を判断しながら余市町は余市町

ができる対策を取っていくということではないか

というふうに思います。 

〇16番（寺田 進君） 私も専門家ではございま

せんので、正確なことは分かりません。ただ、鳥

獣から被害を受けないような対策を打つという計

画を出している以上、やはりこの周辺の動きをし

っかり明確に把握しながら、どういう対策を行っ

たらいいのかということを早めに打つことが大事

になるかと思われますので、積極的な対策の推進

をお願いしたいと思います。 

 次に、被害の金額を聞きましたけれども、２番

目に被害の多いカラス類について伺います。カラ

ス類とは、カラス以外どのような鳥をいっている

のでしょうか、お伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、寺田議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 農業被害の関係ですので、農作物をついばむ鳥

の類いであるというふうには認識しています。 

〇16番（寺田 進君） 鳥類は、鳥獣保護管理法

によって許可なく捕獲することを禁止されており

ます。余市町には、対策のため通年捕獲小屋の設

置をし、捕獲し、さらには冬期には一斉捕獲を行

っているというふうに伺っております。しかし、

池田町では1985年建設のカラス小屋を昨年解体す

ることを発表しております。理由は、以前1,000羽

超えあった捕獲数が2019年には592羽、22年には

344羽、23年には44羽、24年はゼロ羽となり、ごみ

施設等に対策の変更をしたそうです。また、令和

７年度余市町農業協同組合が実施したアンケート

によると、被害があった鳥類で最も多かったのは

ヒヨドリとの結果を伺いました。もともとは渡り

鳥でしたが、気候変動で留鳥化しているとも言わ

れております。食べ物は、虫や草の葉、さらには

芽や花の蜜や果実が大好物だそうです。さらに、

近年はムクドリも多く見られるとのことです。被

害を防ぐには、バードガードなどの音と光などが

有効だと言われていますが、広範囲で取り組まな

いと効果が出にくいと言われています。余市町と

しては、鳥類対策の抜本的な改革が必要と思われ

ますが、見解を伺いたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、寺田議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 抜本的な改革ということですが、先ほど指摘が

あったとおり、もちろん環境の変化もありますし、

渡り鳥なので、渡りの時期や餌の分ということも

あるので、抜本的な解決策というのは人間の力で

は不可能ではないのかなというふうに思います。
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いずれにせよ、余市町としては農協を通じて鳥類

被害に対して、それを防止するための様々な予算

のサポートをしているところでございます。 

〇16番（寺田 進君） 先ほどもお話ししました

ように、特に鳥は行動範囲が非常に広くなります

し、１か所で対策を打ってもどこに行くか分から

ないし、あと季節によっても当然変わります。対

策がしづらい鳥類だと思われますけれども、ある

意味では侵入防止対策をもうちょっと鳥のほうに

も、そういう意味では金額がかなり大きくなって

おりますので、令和４年から比べても増えていま

すので、しっかりとこの辺の対策を今後していた

だくことを要請して、この件については終わりた

いと思います。 

 去年に獣害を受けた農家の方のお話を数件伺い

ました。野生動物が相手ですから、出没の予想が

しづらいとか、いろいろあります。さらに、住民

に不用意な不安を広げないなどということがあり

ますけれども、被害を受けた農家自身がどのよう

に考えて行動したらよいか、安全性に不安があり、

農作業がすごくしづらいという話を伺いました。

野生動物については、境界線はありませんので、

どこにでも移動されます。農家周辺などにも一定

の情報共有が必要ではないかと思います。余市町

ライン等でむやみやたらに獣害を広げる必要はな

いとは思いますけれども、どのような動きをした

らいいか、住んでいらっしゃる方自身が分からな

いことがたくさんあるのだというお話をされてい

ました。この辺についての情報共有については、

どのように考えていらっしゃるか伺いたいと思い

ます。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、寺田議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 地域への取組としては、注意喚起については町

広報等で実施しておりますし、ヒグマとかの出没

に関しては教育委員会や子育て・健康推進課とも

情報共有し、出没の場所や緊急性を判断し、安心

メール等での周知を図っていたり、市街地で緊急

性のある場合は町のラインを活用したりして周知

を図っているところでございます。 

〇16番（寺田 進君） 私もラインとか報道等で

出没の案内を受けるというか、見ることがござい

ます。ただ、実際出没した周辺、当事者のところ

も含めてかなりやはり危険、ヒグマの場合なんか

につきましてはどうやって作業をすればいいの

か。結局人が行かなくなるから、またそこで被害

が増えると。作業する段階において、周りの農家

の方もそんな話は聞いているけれども、果たして

作業やってどうなるのかなと、大丈夫なのかなと

いう不安の声がある意味では多くあります。全部

１軒１軒回って隣で出ましたから気をつけなさい

と言うわけにはいきませんけれども、何かしらそ

ういう形での案内があると、安心して作業ができ

るかどうかは別として、もっと不安を取り除いて

いただけるのではないかなと思われますので、よ

りよい周知の方法を検討いただくように要請しま

して、この件は終わります。 

 最後に、北海道は、新年度野生鳥獣対策として

猟銃免許を持つガバメントハンターを３人程度配

置し、ヒグマ対策を強化しますと、またエゾシカ

対策では2026年度の捕獲推進プランを策定し、個

体管理と被害軽減を目指しますと発表されており

ます。今後の余市町の目指す対策と支援事業をお

聞かせいただき、質問を終わりたいと思います。

よろしくお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、寺田議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 有害鳥獣の被害は、やはり農業関係者のみなら

ず、町全体の町民の財産の観点から非常に深刻な

問題として捉えているわけでありまして、先ほど

令和６年度の全体の被害金額が九百幾らか万円と

いうふうに言いましたが、もちろんその額ベース

で、目標としてはそれを下げていくということが

目標で設定されているわけでありますから、令和
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８年度に関してはその額を300万円弱下げて670万

円ぐらいまで抑え込めるような目標値は設定して

いると。そのため、きちんと猟友会の皆さんとも

協力して対策を行っていこうと思いますし、周知、

啓発活動を行っていくということでございます。 

〇議長（藤野博三君） 寺田議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位４番、議席番号４番、佐藤議員の発言

を許します。 

〇４番（佐藤剛司君） 令和８年第１回定例会に

おきまして、さきに通告しておりました１件につ

いて質問いたします。答弁よろしくお願いいたし

ます。 

 件名、トップアスリートを起用したシティープ

ロモーションと次世代育成について。本町出身で

ライジンにて活躍中の新居すぐる選手、そして今

後ＵＦＣでの活躍が期待される中村京一郎選手、

この２名のトップアスリートが同じ時代に余市町

から輩出されていることは余市町民にとって大変

誇らしいことです。彼らがリングに向かうまでに

すさまじいトレーニングを重ね、限界ぎりぎりの

計量を行い、リング上で勝利することが目的では

ありますが、その挑戦、戦う姿や努力する姿が町

民に勇気や希望を与えています。 

 １、余市町としてこの世界、全国レベルでの発

信力を現在の町のブランディングにどのように評

価し、影響を捉えているか質問します。 

 ２、余市町は、現在ワインやウニ、果物、食肉

といった食のブランディングに成功しています

が、今後は人の魅力も重要になると考えます。Ｓ

ＮＳ等で高い発信力を持つ両選手と連携し、町公

式メディアでの対談やＳＮＳを活用したプロモー

ションを行う考えはないか。また、相乗効果を狙

うスポーツ大使のようなものをお願いする考えは

ないか。 

 ３、次世代への教育とスポーツ振興への還元に

ついて。この両選手は、メジャーな格闘家になる

までに様々な苦難や挑戦を乗り越えてプロの舞台

へ駆け上がりました。この物語は、余市町の子供

たちにとって最高の実体験記という教材になるの

ではないか。例えば町内でのスポーツ教室の開催

や学校での講演などを通じ、子供たちへの夢を持

つ大切さなどを教えていただく施策の検討はでき

ないか。 

 ４、ふるさと納税や特産品とのコラボレーショ

ンについて。格闘家は、ふだんから体づくりをし

ており、食に関してはストイックであると思いま

す。余市産の高たんぱくな食材をアスリート飯と

して両選手の推薦つきでふるさと納税の返礼品に

するなど、スポーツと食を掛け合わせた新たなブ

ランド展開を検討できないか。 

 以上、答弁お願いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、佐藤議員の質問に

答弁します。 

 １点目の余市町出身のアスリートに対する評価

と影響についてですが、両選手ともそれぞれの舞

台においてすばらしいご活躍をしていることはも

ちろん私自身も交流がありますことから認識して

おります。現在本町は、ワインと食を軸にしたブ

ランディングを展開しており、彼ら個別の個人に

よる発信と町の目指すべきブランド像とは方向性

の違うものであり、本町のブランディングへの影

響というものは考えにくいと認識しています。 

 ２点目の両選手のＳＮＳでの活用やスポーツ大

使を依頼する考えですが、彼らはプロのアスリー

トであり、そのプロフェッショナルとしての価値

を尊重すると、安易に地元出身というだけで依頼

するということはすべきではないと考えていま

す。 

 ４点目のふるさと納税を活用したコラボレーシ

ョンについてですが、ふるさと納税の返礼品は原

材料の生産地や加工工程など総務省が定める厳格

な要件が設けられており、ご提案のコラボ商品が

返礼品としての適格性をクリアできるかどうか、
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さらには選手とのコラボレーションとなるとネー

ミングライツに係る費用が発生することが想定さ

れるなどの課題もありますので、商品開発につき

ましては費用対効果を十分に精査した上で検討す

るべきだというふうに考えます。 

 なお、教育委員会関係に関しては、教育長より

答弁します。 

〇教育長（前坂伸也君） ４番、佐藤議員、３点

目、次世代への教育とスポーツ振興への還元に関

する質問に答弁申し上げます。 

 余市町で生まれ育った子供たちが町に愛着や誇

りを持つことができるふるさと教育や自分の進路

や生き方を考えるキャリア教育の充実を図ること

は重要であると認識しており、今年度も黒川小学

校に毛利衛さんをお迎えした宇宙授業を実施する

など、各小中学校において積極的に取り組んでい

るところでございます。 

 ご質問のトップアスリートの経験を拝聴するこ

とは、子供たちにとって有意義であり、今後町内

小中学校の希望や関係団体の意見を聞き、検討し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

〇４番（佐藤剛司君） 再質問します。 

 先ほど町長のほうからワインと食を軸にした余

市町のブランディングというところで目指すブラ

ンド像の方向性という話がありましたが、余市町

の目指すブランド像というのをお聞かせくださ

い。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、佐藤議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたが、現在ブランディング

として発信しているのはガストロノミーツーリズ

ム、昨日も補正予算成立しましたが、ワインと食

を軸にしたブランディングを展開しており、フル

コースの町、ガストロノミーの町というようなブ

ランディングを展開しているところでございま

す。 

〇４番（佐藤剛司君） 余市町、トップセールス

で町長いろいろと動いておられますけれども、余

市町という認知を世界、日本全国に広めるために、

認知してもらうために何かやってきたこととかと

いうのはありますか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、佐藤議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 余市町が世界に認知されるためにやってきたこ

とということでございますが、私になってから余

市町の知名度相当上がったと思いますが、このよ

うにありとあらゆる側面で余市町の名前をメディ

アでも取り上げられる日がたくさんありますし、

世界中から注目を浴びるような余市町に様々な施

策を通じてなってきているというふうに考えてい

ます。 

〇４番（佐藤剛司君） まさしくそのとおりだと

私自身も認識しております。今回なぜ今このよう

な質問をしたかというと、ブランド像があります、

では町長の考えておられるターゲットという部分

なのですけれども、どのように考えておられるの

かなというのが１点ありまして、町長今まで答弁

された中で富裕層に対してアプローチをして、そ

の後徐々に広がっていくというイメージで僕は捉

えていたのですけれども、そういう考えでよろし

いのでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、佐藤議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 技術的な話をしたら、例えば多くの観光客の方

が余市町に来られても現状では宿泊施設が足りな

いというような話がありますので、ある特定のス

モールスタートではないですけれども、例えばワ

イン好きの層、食事好きの層で富裕層から始まっ

てどんどん、どんどん裾野を広げていくというよ

うな真っ当なブランディング戦略であるというふ

うに思ってはおりますが、ここでの私の趣旨はこ

の両選手とも自ら自分たちを磨き上げて自分たち

のブランドを発信し、それを肖像権として自らを
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商品として売っているわけです。そこに安易に乗

るというのは、彼らに対して非常に失礼だという

のが私の今回の答弁の根本の趣旨でございます。 

〇４番（佐藤剛司君） 今町長がおっしゃったプ

ロフェッショナルとして尊重するという部分で

は、とても同意するべきものであり、今回私もこ

の質問をするに当たって両選手に話を通しておく

べきかなとも考えたのですが、両選手ともプロフ

ェッショナルということですので、そこに至るま

での経過として質問させていただいたのですが、

町としてこのプロフェッショナルな両選手に対し

て公式にアプローチをする考えというのはあるの

でしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、佐藤議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 何をもって彼らに、プロフェッショナルな方々

に頼むのかというのが明確ではないので、もちろ

ん私も付き合いがありますから、アプローチはい

つでもできるわけですけれども、安易に余市町を

発信してくださいなんて口が裂けても私はそうい

うプロフェッショナルな方に失礼なことは言いま

せんので、ただ一緒に食事をしたりとか、そうい

うことだけなので、もちろんアプローチはできま

すけれども、何を目的に彼らを起用するのかにつ

いてはきちんと考えなければならないというふう

に考えています。 

〇４番（佐藤剛司君） そういうことで、一番最

初のシティープロモーションという部分のことで

余市町を宣伝していただくのに、プロフェッショ

ナルということなので、例えば格闘技の試合だと

ファイトショーツだったり、ガウンなど着用され

ると思うのですが、そこに北海道余市町だったり、

余市町のキャラクターだったり、ほかに考えられ

ることあると思うのですけれども、そういう広告

宣伝をすることにより、今ライジン、これからＵ

ＦＣと契約する選手もいらっしゃいますが、世界

的規模、日本全国に余市町というものを認知して

いただける機会というのが発生すると思うのです

が、そういう考えというのはありますでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、佐藤議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ウエアに名前を貼ることに対しては、もちろん

数百万円、数千万円以上のギャラが発生すること

はご存じの上での質問ということですね。である

のであれば、現状その予定はありません。 

〇４番（佐藤剛司君） かなり高額にはなるのか

なとも思うのですが、その枠の中で費用対効果を

考えてできる範囲のプロモーションをしていただ

くという部分で、相手方ある話なので、何とも言

えないのですが、今回私がこの質問をした一つの

理由がＳＮＳの中で町長が交流あるとおっしゃっ

ていたので、言いますけれども、町のみんなでサ

ポートして応援しようということをおっしゃって

いたという文面を見てとても感動したのです。で

は、町のみんなでサポートして応援する、やっぱ

り町として公式にサポートしていくことが、相手

方はプロフェッショナルなので、よいのかなと考

えるのですけれども、町長はどのように考えます

か。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、佐藤議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 町のみんなで応援することは、もちろん私自身

応援していますし、実際余市に帰ってくるたびに

訪ねてくれて非常に交流を深めていていろいろな

スポンサーとかも紹介したりもしています。彼ら

にとってやはり一番大事なのは、きちんとしたス

ポンサーにつなげてあげたり、町の方々が応援す

るのであれば、自分たちでも協賛を募って、それ

で応援するというのが一番いいのではないかなん

ていうふうにも思っていますが、佐藤議員がおっ

しゃるとおり町の予算で出せというのはみんなで

応援するという趣旨とはちょっと違うのではない

かなというふうに思います。 

〇４番（佐藤剛司君） 町の予算でというよりも、
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人という人材は余市町の資源として考えてもよろ

しいかと思うのですけれども、いかがでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、佐藤議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 余市町の資源として考えるというのは、彼らに

とって非常に失礼な発言だと思いますので、私は

そういうふうには思いませんが、彼ら自身が非常

に研さんを積んでここまで上ってきたわけなの

で、彼ら自身、私は何も頼んでいないけれども、

余市町出身というのはいろいろなところで発信し

てくれていますし、地元に帰ったらこんなにいろ

いろな方が応援してくれてうれしいというのも常

に、彼らのＳＮＳ影響力ありますから、そこで発

信してくれており、非常にありがたく思っていま

す。そういう意味でそういう何か冷たい感じで、

資源だからみたいな感じで捉えるのは、私として

はもちろん顔が見える関係ではあるから、ちょっ

と寂しいような言いぶりに聞こえてしまいます。 

〇４番（佐藤剛司君） 大変失礼した言い方に聞

こえてしまったのは、とても申し訳なく思います

ので、資源という言い方をしたのに対しては訂正

させていただきたいなと思います。 

 それで、今回このようにやらせていただいたの

ですけれども、ふるさと納税のプロモーションと

いう部分で両選手をお使いになってＰＲするとい

う考えもあると思うのですけれども、町長、どう

でしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、佐藤議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど来申し上げていますが、彼らはプロフェ

ッショナルであり、自らつくり上げてきたブラン

ディング、そして肖像権というものがあります。

それに対して安易に地元出身だからお願いします

といって乗っかるべきではなくて、彼らの肖像権、

プロフェッショナリズムというのはリスペクトす

べき対象であるというふうに考えているので、安

易にプロモーションに使うというのは私は反対と

いうのが１点と、もう一点は、これは技術的な問

題ですけれども、自治体がふるさと納税のＰＲを

大々的にやるというのは今総務省の規定であまり

よくないことになっているので、想定はできない

のではないかなというふうに思います。 

〇４番（佐藤剛司君） 分かりました。町長が両

選手に対してリスペクトしているということもよ

く分かりましたし、ただ余市町として予算をかけ

ずにプロモーションと言ったら変ですけれども、

両選手を応援する施策というのは何かないのでし

ょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、佐藤議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 余市町として応援する施策、応援するのはもち

ろん町民の皆さんの話なので、町が応援、もちろ

ん私は町の代表ですから、応援はしていますが、

行政として応援するというのはよく分からないと

いいますか、それぞれが応援すべき話ではないの

かなというふうに思います。 

〇４番（佐藤剛司君） 分かりました。 

 次の３番の教育長に質問させていただきます。

今回キャリア教育という部分で検討できないかと

いうことなのですけれども、先ほど町長から安易

にという部分で発言をいただきましたので、安易

にお願いしてはいけないのかなという気もするの

ですけれども、アプローチとしてお願いするとい

うことはできるのですか。 

〇教育長（前坂伸也君） ４番、佐藤議員の再度

のご質問に答弁をさせていただきます。 

 １点目の答弁をさせていただきましたが、スポ

ーツに限らずあらゆる分野においてその道を究め

られた方の実体験を聞くことは子供たちに、ご質

問にもありましたが、夢を与えまして、子供たち

の将来にとって大変有意義である、このように考

えております。そういった中で今現在も町内の小

中学校は、積極的にふるさと教育だとかキャリア

教育に取り組んでいるところでございます。そう
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いった中で今回ご質問をいただいて、大変恐縮な

のですが、町長は交流があるということでのお話

なのですが、私その方よく知らないので、もし仮

にの話で恐縮なのですが、そういう方が余市町の

子供たちのためにいろいろ対応していただけると

いうことであれば、学校だとか関係団体といろい

ろ協議をして進めたい、検討してまいりたいと考

えております。 

〇４番（佐藤剛司君） 最後に、町長、交流ある

ということなので、今後余市町でおのおのが応援

していくというスタンスでという話だったのです

けれども、やはりプロフェッショナルという部分

で尊重するならば、それなりのプロフェッショナ

ルとして対価を、応援の気持ちも含めて何かタッ

グを組んでできるようなことがあればいいなと私

は考えておりますので、それについて答弁いただ

いて終わりにしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ４番、佐藤議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 もちろん予算をつけてというのは、先ほど来説

明しているとおりやりませんが、佐藤議員も応援

されているということなので、ぜひスポンサーと

して彼らの活動に資金提供して応援してあげたら

いいのではないかなというふうに思います。 

〇議長（藤野博三君） 佐藤議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４４分 

                              

再開 午前１０時５５分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位５番、議席番号14番、大物議員の発言

を許します。 

〇14番（大物 翔君） 令和８年第１回定例会に

当たり、さきに通告済みの質問１件について答弁

を求めます。よろしくお願いします。 

 補聴器購入助成制度の早期創設に向けた具体的

な制度設計の着手についてを伺います。耳の聞こ

えは、人間の尊厳を守ることのみならず脳の健康

を守り、就労を含む社会参画を促進することで将

来的な医療、介護費用を抑制する上でも有用です。

また、現役世代においても耳の聞こえに悩みを抱

える事例はあり、全世代を対象にした助成制度創

設を決断すべきときではないでしょうか。私は、

令和６年第２回定例会における陳情第１号の討論

において、この支援は認知症予防を通じた健康寿

命の延伸に直結する未来への投資であると訴えま

した。当時陳情を付託された常任委員会での町側

の見解は、国が制度をつくるべきでしたが、先行

する蘭越町や赤井川村等の事例を踏まえると、初

年度から億単位での費用を要するとは考え難い状

況です。また、内閣府の令和６年版高齢社会白書

によれば、65から69歳の就業率はおよそ53.5％に

達しており、難聴による離職や生産性低下を防ぐ

ことは地域社会維持の要です。また、厚生労働省

の研究班の試算では、認知症患者１人当たりの社

会的費用は年間約600万円に上り、早期支援による

将来費用増加の回避は行政運営上も急務です。日

本老年学的評価研究機構などの大規模調査では、

難聴放置が認知症リスクを1.5倍程度に高めると

する一方、補聴器を利用することでそのリスクを

改善することができることが証明されています。

さらに、最新のＭＲＩ解析研究では、20デシベル

台の軽度難聴から脳の灰白質容積が減少していく

ことも判明しています。かつて日本共産党所属の

大門実紀史参議院議員が国会で指摘したとおり、

国の古い基準70デシベルでは不十分であり、町民

の健康への影響を置き去りにするわけにはいきま

せん。先行する実態を精査し、令和８年度から実

現のための着手へかじを切るべきと考え、以下伺

います。 

 １つ、労働維持と将来コスト抑制の観点からも
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制度設計と実施に着手すべきと考えるが、町長の

政治決断を伺う。 

 ２つ、科学的根拠と他自治体の実態を前にして

もなお国の動向注視を理由に着手を先送りするの

か。国は、保険者機能強化推進交付金や介護保険

者努力支援交付金など各種制度を通じて具体的な

後押しも開始している。以前と比べ、実施環境は

整いつつあると考えるが、見解を伺う。 

（「議事進行」の声あり） 

〇13番（ジャストミートあたる君） 今、下段に

就業率52％と書いてあるのですけれども、53.5と

言ったような、確認お願いします。 

〇議長（藤野博三君） 確認といいますと。 

〇13番（ジャストミートあたる君） ここに52％

って書いていますけれども、今53.5と言ったよう

に思いますけれども。 

（「議事進行」の声あり） 

〇９番（土屋美奈子君） 一般質問は、通告のと

きと状況が変わっても、質問の要旨は提出します

が、そのときによって登壇上で合わせて話しして

も要旨が変わらなかったらよろしいのです。だか

ら、議事進行に当たらないと考えますので、議長

において判断してください。 

〇議長（藤野博三君） 今土屋議員のほうから議

事進行ありましたとおり、通告の内容そのものよ

りも今の発言、大物君の一般質問の通告の内容を

優先しますので、そのままで町長の答弁をお願い

いたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁いたします。 

 １点目と２点目の質問は、関連がありますので、

一括して答弁します。現在本町が直面している最

大の課題は、将来の町の活力そのものである次世

代の育成で、限られた財政資源は現在子育て支援

施策への重点的な投資に最優先で配分されてお

り、どれほど有効な施策であっても財源が有限で

ある以上優先順位をつけざるを得ません。したが

って、現時点においては、独自の補聴器購入助成

制度の設計に着手する考えはありません。今後国

の動向や広域的な支援体制の変化、さらには本町

の財政状況を総合的に勘案し、次なる投資の選択

肢の一つとして適切なタイミングで判断していき

たいと考えています。 

〇14番（大物 翔君） いつもよりも増してシン

プルな答弁です。ただ、言わんとしていることも

分かります。しかし、一方で次世代だけがこの町

に住んでおるわけでもないというのは、当然分か

っていらっしゃることと思うのです。予定では、

明日恐らく８年度に向けての町政執行方針される

と思うのですけれども、過去の執行方針とかを見

ても地域福祉に関する施策関連の分野でいつも出

てくる文言としては、高齢者がこれまで培った豊

かな経験や知識は地域や次世代に引き継いでいく

財産であり、高齢者が可能な限り住み慣れた地域

でその有する能力に応じた自立した生活を営み云

々と書いてあるのです。町長、それいつも言って

いるのです。だから、最優先で投資しているのは

分かるのです。 

 私、冒頭にも申し上げましたけれども、これは

単に当事者、高齢者だけの問題ではないでしょう

という話をしているわけなのです、うちらは当然

当事者なのだけれども。今福祉施設、介護施設、

人足りない、人足りない、いろいろな分野で人不

足、人不足となっているではないですか。果ては、

運転手さんまで足りないという話ではないです

か。だから、そうなると施設などに自分の親だっ

たり、近親者を託したくても託せないことだって

増えてきているわけではないですか。もっと言え

ば、保育所だって先生足りないのですから、幼稚

園だって、だから子育て世代に優先してお金を振

るのは、もちろんそれは分かるのだけれども、で

はそのような中で自分の親だったり、親類の面倒

を見ねばならなくなって介護離職など起こしてし

まえば、さらに労働力逼迫するではないですか。
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何より本人の尊厳の問題だってあるし、だから私

が冒頭で指摘をした600万円程度という話という

のは、半分近くは公的介護に関するお金だったり、

医療に関するお金なのです。残りの半分から６割

程度というものは、いわゆるお金で計算して実際

に出ていくわけではない、家族等々が実際に介護

をしたり、医療介助することによって負わなけれ

ばいけない実質的な負担を金銭に割り返した場合

にこのぐらいの金額になるという推計なのです、

これ慶応大のチームが中心になって研究したらし

いのですけれども。だから、私は１年半前にも言

ったのです。これは、未来への投資そのものなの

だと。 

 そして、ちなみにこの件について私が一般質問

するのは７年半ぶりなのですけれども、その後は

別の方がずっとこの問題取り上げ続けてくださっ

た。その頃は、まだなかなかいろいろな研究とい

うのがやっている途中だった部分もあったので

す。だから、言い切れない部分もあった。しかし、

ここまで少なくとも分かり始めていて、いよいよ

となってきた、またその必要性が切迫し始めてい

るとなれば、やるべきでしょうというのが私の見

解なのですが、どうでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 私も決してやらないと言っているわけではなく

て、次なる投資の選択肢の一つとして適切なタイ

ミングで判断したいというふうに考えているわけ

であります。もちろん将来への投資、最優先でや

っているわけです。先ほど申し上げましたとおり、

どれほど有効な施策であったとしても財源が有限

である以上その優先順位が変わってくるというの

は先ほど答弁したとおりでございます。大物議員

も本件実施に向けた着手を提案するのであれば、

財源も含めてどのような財源をもってやるべきな

のかというのも併せて提案していただけたら、非

常に我々としても着手の検討がしやすくなるので

はないかなというふうに思います。 

〇14番（大物 翔君） どこからお金出すか、ふ

るさと応援寄附金です。なぜかというと、私は集

め方に関してはいろいろ疑義言っています、ずっ

と。ただ、理由があって集まったものをどう生か

そうかというのは別の議論であるというのはずっ

と言ってきている。そして、どちらかというと人

づくりだったり、次世代づくりというふうに軸を

置くという趣旨で組まれてはいるのだけれども、

真面目に解釈していけば、現役世代を支えるため

に迂回する形になるけれども、使うことだって政

策判断としてはあり得ると私解釈しているので

す。 

 では、幾らかかるのだいという話に多分次なる

と思うのですけれども、後志の町の例挙げさせて

もらいましたけれども、ちょうど2025年度から石

狩のほうで始めたまちがあったのです。そのまち

は、人口７万人です。高齢化比率は、うちらは40％

超えていますけれども、直近で大体30％前後、

28.何ぼから30ぐらいの間なのですけれども、単純

計算しますと７万掛ける 30として大体２万

1,000人、65歳以上の高齢者がいるのです。去年ス

タートしたわけで、では何人ぐらいの方が申請を

してくる前提で予算組んだのですかと聞いたら、

100人と言いました。そして、去年の９月に思った

より応募が来たものですから、200人に対応できる

ようにして補正予算組みましたと、もうすぐ年度

終わるのですけれども。そこから計算すると、最

大200人募集が来たと仮定しても１％なのです。 

 以前に陳情が上がってきた際に当時の担当課の

課長が委員会のほうで質疑があったときに答弁し

ているのが、65歳から69歳までの３分の１程度の

方が難聴になるのではないかという国のほうの研

究資料なんかがあって、それを基に推計をしたの

だと。単純計算しますと、余市町で大体5,600人程

度の方が対象になるであろうと。そうしますと、

３万円仮に助成したとしたら１億5,000万円を超
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えてしまう計算になるのだという当時の答弁なの

です。だから、先ほど別の町の例も申し上げまし

たけれども、一遍に全員は申請してこないのです、

普通に考えて。だから、そこはもうちょっと現実

的な実数値に落とし込めていってあげれば、もっ

ともっと現実的な、かつ必要なら実行可能なレベ

ルまで多分ブラッシュアップされていくだろう

と。だから、仮にそのまちの場合は、恵庭市なの

ですけれども、２万1,000人程度の高齢者がいて、

それに対して２分の１補助もしくは５万円上限で

やっているので、最大1,000万円程度のはずなので

す、予算としては。とすれば、ではこれ余市町に

置き換えたらどうなるかというと、余市の人口が

大体１万6,000人台なので、１万7,000としても、

そのうちの40％として、そこにでは２％掛けて計

算したら、そこまでの金額にはならないでしょう。

だから、実現可能ではないですかと、私は私なり

の推計になってしまうのですけれども、出してい

るわけなのです。全く無理な話ではないと思いま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 財源に関しては、ふるさと納税で出せと。さす

がに私も不快感をあらわにせざるを得ません。ふ

るさと納税をさんざん批判しておいて、それで各

種予算もいつも反対されておられます。本件に関

しては、ふるさと納税を集めるために、最初

5,000万円だったのが今20億円まで上がっており

ます。担当が一生懸命頑張って集めて、余市町の

将来のために集めたもので、事業者さんたちの協

力のときも余市の将来のためにというふうなこと

で各事業者さん協力してくれたからこそ集まって

いるわけで、私が言ったのは安易に、ではこれだ

けあなたが集めたのだから使えばいいではないか

ということではなくて、自ら例えばこういう企業

があるから、ここの企業版では1,000万円出してく

れるから、これを元にやったらどうですかと、そ

ういう財源ありきの提案でなければ、これはただ

財源の問題だけではなくて政治的な優先順位の話

でもあります。先ほど申し上げたとおり、財源に

限りがある以上、そしてふるさと納税は事業者さ

んが将来のためにというふうにきちんと使い道を

精査した上で協力してくださる、それをむげには

できないと思いますので、提案する以上は、繰り

返しになりますが、これこれこういう企業なり、

これこれこういう団体がこのくらいの額を出して

くれるので、これを元にやったらどうですかと、

そこまで提案していただけたなら、もちろん着手

についての検討の俎上に上がるのではないかなと

いうふうに思います。 

〇14番（大物 翔君） そこまで言ってしまった

ら、私議会議員でいる必要なくなってしまうので

すけれどもという、何も考えないわけでは私もな

いですし、いつも言っているでしょう、私、予算、

決算で。根っこの制度の問題があると、だけれど

もありがたく集まったものに対しては有効に使い

ましょうと、その点では私一致している部分はあ

ると思うのです。 

 もっと言えば、未来のために地元の業者さんも

含めて一生懸命協力してくださる、それだって分

かっています。では、高齢者部門のほうを中心に

何とかするということは、未来をつくることにつ

ながらないのですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 これ議論のすり替えであって、もちろん高齢者

をないがしろにしているつもりは全くなくて、扶

助費だって非常に多額の予算を計上しております

し、この質問の中で指摘した保険者機能強化推進

交付金なども活用しまして介護予防に十分使って

いるということでございます。例えば提案にあっ

た保険者機能強化推進交付金などをこちらのほう

に、財源限られているから、どこかのお金を見つ

けてこなければならない。この補助金や交付金を
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使うとしたら、既存の介護予防やっているのを削

ってやらなければいけない。なので、既存の介護

予防の予算を削ることなく、そして新規に新たな

予算の財源をどこかから見つけると、そういうこ

とが可能なのであれば検討の俎上にのるというふ

うに言っているのであって、決して高齢者福祉を

ないがしろにしているわけではなくて、むしろ高

齢者についても手厚く余市町はやっているという

ことを指摘しておきたいと思います。 

〇14番（大物 翔君） 細かい数字の話は、その

話ではしないけれども、扶助費だって全額町税で

出しているわけではないでしょう。相当金額国か

ら来ているでしょう。うちだって自主財源比100％

ではないのだからという部分もあるし、では財源、

財源とおっしゃいますけれども、あなたが言って

いる次世代を育てるために、私も必要だと思って

います。一体幾ら使っていますか、年間でという

話にもなる。だから、両方やりましょうと言って

いる、私は。物すごく大きい金額を入れているわ

けだから、政策として、必要性だってある、だか

ら予算組んで提案してくるし、議会だって議論し

ているではないですか。だから、そんなにこの分

野に振れるほどのお金ないのですか、うちの町。 

 ないがしろにしているのではないというのは分

かるけれども、では１年半前の陳情の当時答弁を

して以来、この分野の研究は内部でどれだけ議論

されてきたのですか。聞かなかったから答えなか

ったかもしれないけれども、今最新の実績で考え

たら、どのぐらい見ているのですかと、いきなり

数字答えろと言っても答えようないと思うので、

それ以上聞かないけれどもというのもあります

し、先ほど申した保険者基盤の安定も介護計画の

ほうと結びついてしまっているものですから、今

第９期目が動いているところなのです。だから、

今ここでいきなり方向転換というわけにもいかな

かったし、制度は知っていたけれども、ちなみに

兵庫の明石市はまさにこの保険者基盤の制度とか

使いながら独自助成かけたのです、２年ぐらい前

に私は見つけたのですけれども。 

 だから、国が制度をつくるべきだとおっしゃる

その立場も分からなくはないのです。だけれども、

なかなか進んでいかないではないですか。何もし

ていないわけではないのだけれども、国は。では、

何でなかなか簡単に進まないのだろうというと、

根っこにある部分というのはこの問題に関する制

度の立てつけの出発の歴史からあると思うので

す。日本はどちらかというと障害者福祉の分野で

この分野進めてきてしまったのです。結果的にそ

うだったということなのですけれども、だから悪

くなった対象者に何かをしようという立てつけで

法体系がずっと整備されてきているから、尋常で

はない厳しい状態までいかないと支援がないとい

うふうに、70デシベルといったら40センチ離れた

人、隣にいる人が大声でしゃべって両耳でやっと

聞こえるって、そこまでいかないと手帳交付でき

ないのです、うちの国の制度では。ただ、今世界

的にそればかりではといって出ているのが予防医

療と予防介護だろうという話になっています。だ

から、そこまで重度になってしまう前に40、30デ

シベル帯の中度の人、20デシベル帯の軽度の人、

だんだんやっぱり年齢上がってくるとキーの高い

音が聞こえづらくなるのがあるではないですか。

それが進んでいくと、今度はあれという話になる

のです。だから、その辺りの段階から本当はやっ

ていかなければいけないのです。ただ、いきなり

そこまでは無理だろうから、ではまず中度からい

ってはどうかねと。国に対しても早くそういうの

を包括的にやれるように考え方改めてくださいと

要望もしていますけれども、やりながら、うちら

はうちらでそれまでの間に支える制度をどんどん

つくっていく、そしてお互いにちゃんと元気に生

きていけるようにしていこうではないかと私は言

っているのです。どうですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に
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答弁させていただきたいと思います。 

 本件は、繰り返しになりますが、障害者福祉で

はなく高齢者福祉の文脈なのであれば、高齢者福

祉の文脈で国のほうできちんと整備をすべきだと

いうのが変わらない答弁でございます。その上で、

これは財源の問題を離れて政治的な優先順位の判

断の話でございますので、現時点では私のほうか

らは、数値を見ますと、今年の成人式行かれたか

どうか分からないですけれども、140人だったので

す、成人が。今生まれる子が68人とかになって半

減しているわけです。余市町の高齢者、65歳以上

人口は43％に達しているわけで、このように支え

る人たちがもちろん減っていったら高齢者の生活

も支えられなくなるわけです。なので、優先的に

そちらの世代のほうにふるさと納税のほうは回し

ていると。予算の財源が有限である以上、優先順

位づけの問題であるというふうな政治的な話であ

ります。なので、現時点では国のほうで高齢者福

祉の文脈なのであれば、そちらのほうで制度設計

してくださいというようなのが一元的な見解であ

り、もちろん大物議員の言うとおり介護予防の観

点から、老齢人口が増えているのであれば、そこ

もケアするのが労働力確保の上で重要でしょうと

いう主張ももちろん合理的だし、理にかなってい

ますし、私もそうだなというふうに思うところが

ある。しかしながら、あとは財源の優先順位づけ

の話であって、先ほども申し上げましたとおり財

源と一緒に提案があるのであれば、それは検討の

俎上にのるというような現在の流れではないかな

というふうに思います。 

〇14番（大物 翔君） 確かに今おっしゃるよう

に今年成人迎えたお子さん、大人になった人が２

桁台にまで落ちてきていると。確かにそうなので

す。だから、総体の人口は、確かにうちの町も減

ってはいるのです。実数でいった高齢者の数とい

うのも減っているのは減っているはずなのです、

少しずつ。だけれども、それ以上のペースで現役

世代が減っているという、さあ、どうしたものか

という話なのですけれども、そこを考えた場合に

もちろん本人が自立して元気にその人らしく生き

られるというのが前提の話なのですけれども、だ

からその人たちが一日でも自分で生きていける、

暮らしていける状態を支えてあげる、それによっ

て現状減り続けてしまっている現役世代が介護離

職しなくても済むようにお互いに元気に意思疎通

取り合って、場合によっては働いて、高齢社会白

書によりますと、これ５年度の労働力人口のデー

タから出ているみたいなのですけれども、65から

69歳に限れば大体働いている人というのは53.5％

で、70から74歳で34.5％なのです。この世代とい

うのは確かに預貯金の中央値とかで見れば割と蓄

えがあると数字上はみなされているのです。ただ、

可処分所得が低いです。やっぱりこれだけ多くの

人が一般的に定年を超えた年齢になっても働き続

けているというのは、趣味で働いているとはとて

も言えないと思うのです。食べていけないから、

働くしかなくて働いているという人が少なからず

いると。ところが、心身が衰える、耳が聞こえな

くなる、意思疎通が図られなくなる、働きたくて

も働けなくなる、これは本人にとっても家族にと

っても、地域にとっても社会にとっても大きな損

失ではないですか。だから、オール・オア・ナッ

シングの考え方ではなくて、振り分けていきまし

ょうよと私は言っているのです。おぎゃっと生ま

れてから旅立つまでみんな余市町民なのですか

ら、金額の大小はあるかもしれません。だから、

それこそがバランスの取れた行財政の運営なので

はないのかなと、何せ我々は全世代型総合サービ

ス業なわけですから、その視点に立てば、なかな

か大変だとは思うのだけれども、そこは考えざる

を得ない時期にもう来ていると思うのです。だか

ら、やりましょう。それまでは制度設計やりまし

ょうと申し上げているのです。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に
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答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げたとおり、もちろん理屈は分か

りますし、高齢世代が増えていって補聴器が必要

な人が増えているという主張ではございますが、

町の補助としてはやはり財源の配分には優先順位

がありますので、そこはなかなか財源の優先順位

的には、優先順位はつけざるを得ないので、もし

必要であれば自分の経費というか、所得の中から

買っていただきたいなというふうに思います。大

体10万円ぐらいだというふうに認識しております

が、皆さんもちろん必要であれば必要に応じて、

例えばスマホが必要だったらスマホを買います

し、老眼鏡が必要ならば老眼鏡を買いますし、耳

がちょっと遠くなったら、障害者のレベルだった

らもちろん補助が出るという制度がありますが、

それに至らないまでは町が予算を出すというより

は、自分の生活の維持をよくするには自分の所得

の中から払ってもらうのが今の段階では適切では

ないのかなというふうに思います。 

〇14番（大物 翔君） 私も高校入る頃からずっ

と眼鏡かけています、うちもともと目よくない家

系なので。でも、眼鏡代よりも圧倒的に補聴器代

のほうが高いです。今大体10万円程度とお話しさ

れていましたけれども、実際にかけている方の話

聞くと、おおよそ片耳で15万円前後と言っていま

した。両耳30万円、さすがに金額大きいのです。

私の眼鏡、大分前に作りましたけれども、大体三、

四万円ぐらいでした、当時で。十何年かけてとう

とう見えなくなったから買い換えたのですけれど

も。だから、携帯電話、スマートフォンだって確

かに本体価格は高いけれども、様々な形で実質負

担軽減したり、それはメーカーだったり、キャリ

アがやっているわけではないですか。ところが、

補聴器に関しては、それがないと思うのです。サ

ブスクサービスというのを聞いたことないです

し、おおむね補聴器というものは５年ないし７年

ぐらいで寿命を迎えるし、そこまでくると聴力が

変化してくるものだから、買換え需要が発生して

くるのだと。だから、そのサイクルにうまく合わ

せるように設計すべきではないのという話なので

す。これ以上話しても平行線でしょうけれども、

ただ最後に言わせてください。若者だって高齢者

だって立派な町民です。そのために政策をやって

いきましょう。それが私たち議員でも首長でも我

々が背負っている大事な責任だと思うのです。そ

れをいい形でバランスよく果たしていきましょ

う。このことを言って私の発言終わります。 

〇議長（藤野博三君） 大物議員の発言が終わり

ました。 

 昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時２７分 

                              

再開 午後 １時００分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 なお、12番、中井議員は通院のため午後から退

席の旨届出がありましたことをご報告申し上げま

す。 

 午前中に引き続き一般質問を続行いたします。 

 順次発言を許します。 

 発言順位６番、議席番号５番、内海議員の発言

を許します。 

〇５番（内海冨美子君） 令和８年第１回定例会

に当たり、さきに通告いたしました２件について

質問をいたします。 

 件名、余市港機能向上計画について。余市港は、

昭和初期の築港で、港湾施設の拡張整備は国の協

力の下に進められてきました。平成12年度以降は、

施設整備事業は休止となり、現在は施設老朽化、

機能の低下と早急な対応が必要となっています。

余市港全体の再編整備のため、令和26年度までの

20年間に及ぶ長期整備構想計画である余市港機能

向上計画が策定されていますが、計画策定から１

年が経過したことから、以下についてお伺いいた
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します。 

 １、令和７年度は、事業化検討期間とあります

が、検討の進捗について。 

 ２、余市港の再編、整備に当たっての制約につ

いて。 

 ３、余市防備隊の船舶大型化に伴い、防波堤を

大きく改良する構想があるとのことですが、余市

港の整備への影響はあるか。 

 ４、事業化に向けた財源の検討状況について。 

 件名、余市町の漁業に対する展望について。余

市町は、日本海に面し、魚種も多く、温暖化によ

る漁場環境、水揚げ量の変化、また物価高による

燃料や資材の高騰など経営にも多大な負担があり

ます。どの業種においても事業の継承、後継者の

確保は重要な課題です。浜の活力再生プランでも

漁業コスト削減のための取組や漁村活性化のため

の取組がうたわれていますが、以下についてお伺

いします。 

 １、浜の活力再生プランの中でも特に漁業コス

ト削減、後継者対策、漁業収入向上のための取組

の成果について。 

 ２、漁場環境の変化に対する見解について。 

 以上、答弁よろしくお願いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の余市港

機能向上計画に関する質問に答弁します。 

 １点目、２点目、４点目の質問は、それぞれ関

連がありますので、一括して答弁します。令和７

年度は、本計画において事業化に向けた詳細検討

と関係機関との協議を本格的に進める期間と位置

づけられており、事業を進めるに当たり財源確保

が最重要課題の一つとして考えられることから、

計画実施に最適な補助事業等の適用可能範囲及び

制約条件等について国、北海道及び関係機関との

協議を重ねているところです。 

 ３点目の余市防備隊の構想に係る余市港整備へ

の影響についての質問ですが、現時点では余市防

備隊の施設整備と本計画の実施区域は分離されて

いることから影響がないものと考えていますが、

本計画を進めるに当たり国や防衛省と連携しなが

ら情報共有及び協議を継続し、適切に対応してま

いります。 

 次に、５番、内海議員の余市町の漁業に対する

展望についてに答弁します。１点目の取組につい

ての成果ですが、浜の活力再生プランは漁業者が

主体となる趣旨の下、余市郡漁業協同組合長を代

表者とした余市地域水産業再生委員会がプランを

策定し、都道府県を通じ水産庁から承認を受け、

活用できる国、道の支援措置を導入しつつ、町か

らの浅海・淡水増養殖事業補助金も活用され、令

和10年度の目標達成に向け成果を上げるべく取り

組まれていると伺っています。 

 ２点目の漁場環境の変化に対する見解について

ですが、北海道中央水産試験場による地球温暖化

に伴う海水温上昇、赤潮の発生、海洋環境の変化

が道内の主要魚種に与える影響や漁獲量減少につ

いての調査結果や事業報告書などの学術的見解を

踏まえ、北海道の策定する北海道水産業・漁村振

興計画に基づき、海洋環境の変化等に対応した漁

業生産の早期体制の構築への対策が必要であると

認識しています。 

〇５番（内海冨美子君） 策定から１年ほどしか

たっておりませんのに、ようやく余市港も機能向

上の計画が立てられて環境のよい漁師さんも関係

事業者の利用も明るい兆しが見えているというふ

うに感じまして、早速質問させていただいたとこ

ろです。 

 スケジュールを見たときに、この20年間の間に

短期、中期、長期とスケジュール案が出ておりま

した。７年から13年度の間で事業化検討と、それ

から上架施設、それから船揚げ場、漁船保管施設

用地、そして南防波堤の護岸について短期のこの

７年の間に予定されていることが記されておりま

した。順次先ほどご答弁いただいたように調査の

上、関係のところで皆さんのご意見伺いながら進
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められていくことだろうと思います。 

 それから、余市港の再編と整備に当たっての制

約について質問いたしましたが、この計画書の中

で防備隊のほうは中央埠頭から北岸壁のところで

分かれておりまして、あと南の岸壁は梅川の河川

の影響もあることから広げられないというよう

な、不可であるというような調査の結果が出てお

りましたので、広くなるのかなという期待も持っ

ていたので、今後どんなふうになるのかなと思い

まして質問いたしました。早急にやる船揚げ場の

ところも海のほうには多分無理なようなので、お

かのほうにその用地を求めているということでし

たので、それに関しても船の燃料とか、それから

造船所とか、この辺りにありますので、そういっ

た方への影響等も含めてどのように対応されてい

くのかお伺いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 スケジュールに従って、先ほど答弁していると

おり関係機関と協議を重ねながら、範囲及び制約

等についてきちんと踏まえてやっていくというこ

とでございます。 

〇５番（内海冨美子君） こういう工事を進めて

いかれる場合、今申し上げました関係、船に燃料

を供給するような事業者ですとか、造船所の方と

か、ほかにいろいろいらっしゃいますけれども、

そういう方への説明とかいうのは検討期間の間の

どの辺りというか、やはり心配されている、急に

言われても移動できないとか、そういう情報とか

提示というか、されていくのは徐々になのかお伺

いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 斜路だとか船揚げ場については、漁組とも、も

ちろん関係者とも既にコミュニケーションは取っ

ていますので、引き続き話し合いながら必要なと

ころをやっていくということでございます。 

〇５番（内海冨美子君） 分かりました。長い20年

という歳月をかけてすばらしい設備ができる港に

なるのだろうと思います。それから、業者に当た

っては丁寧な説明等、それからしていただければ

と思います。 

 防備隊の船舶の大型化に伴い、防波堤を大きく

改良する構想があるとのことですがということで

余市港の整備に影響あるかというのは、計画では

北防波堤のところにムールガイとカキの海上養殖

の計画、そこでやるような計画があったので、大

きい船の出入りとか、それからあと港に漁船が利

用するときのそういう影響が何かあるのかと思っ

ての質問をしたところです。事業が違うので、工

期とかにもちょっと、どんなふうになるのかなと。

防衛省のほうの防備隊の内港のほうの工事が先に

なるのか、全く余市港のほうの工事とは別なもの

だとはおっしゃいますけれども、そういった重な

るような工事で影響があるようなところはないの

か、再度お伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 防備隊の事業に関わる部分に関しましては、防

衛省の所管の事業でございますので、私からの答

弁は差し控えさせていただきたいと思います。 

〇５番（内海冨美子君） 隣り合わせのところで

なっているので、関係はないのかもしれませんけ

れども、あと先ほどの財源の検討についてもお話

伺いましたけれども、防衛省の施設と隣接してい

る場合には防衛省のほうからも何か補助金とか、

余市の港のほうにも利用できるような支援という

か、そういったものがあるのかどうかお伺いした

いと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 基本的には国交省の予算、補助金を活用しなが

ら、防衛省とも隣接していることから、防衛省の

予算も活用できるのがあれば活用していくという
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ことであるかというふうに思います。 

〇５番（内海冨美子君） 順調に、こういう厳し

い時代で世界情勢も本当に変わってきてしまって

いるので、作業とか建設関係のところでも経費と

いうか、心配なところも多々出てくると思います

が、きっちりと進めていっていただければと思い

ます。 

 次に、余市町の漁業に対する展望についてです

が、浜の活力再生プランをたまたま手に入ってい

ろいろ見ましたときに、先ほど漁業組合が主体で

と町長おっしゃっていましたけれども、余市地域

水産業再生委員会の構成は漁組さんと余市町、オ

ブザーバーに後志総合振興局の水産課となってお

りました。それで、このプランが今回令和６年か

ら10年度の５年間において第３期目ということで

なさっていますが、その前の１期、２期を進めて

こられて、この構成員の中で余市町も入って委員

会とか進めていると思いますが、構成員、漁組さ

んが主体ですけれども、理事者の方や漁組さんに

はエビ部会ですとか、いろいろな各部会の代表の

方もいらっしゃいますので、そういった方の選出

で再生委員会を構成しているのかどうかというの

は余市町のほうでは分かりますか。余市町も会議

では必ず参加されていると思うのですけれども。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 漁組の部会どなたが出席しているかに関して

は、漁組のほうに人選を任せているので、こちら

のほうでは把握してはいません。 

〇５番（内海冨美子君） せっかく調べたので、

あれですけれども、漁業コスト削減についても町

でもいろいろと対応してくださっていることと思

います。あとは、何といっても経費の削減が所得

のアップにつながっている。ずっと１期、２期で

すから、約10年以上前からこういう漁業者も努力

をして取り組んでいらっしゃると思うのです。そ

れで、基幹産業である漁業に対して余市町も浅海

と、それから淡水のほうの養殖関係についても助

成なり進めてくださっているとは思うのですけれ

ども、こういった取組について高評価をしていた

だいていろいろと、お金ばかりではないのですけ

れども、新規就労者に対する対策なども山のほう

と同様、海のほうにもそれを向けていただきたい

なと思うところです。この漁業のほうの新規就労

者に対して、申請があった数は多分少ないのでは

ないかと思うのですけれども、その原因のような

ものでは、今はどうか分かりませんけれども、漁

業権に関することですとか、組合員として認めら

れる生計の見直しとか、そういった漁船を持つと

かはなかなかハードルの高いことが多いと思うの

ですけれども、どのような今は町としては新規漁

業就業者に対して接しているのか教えてくださ

い。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 新規で見ますと、後継者の対策や新規就業者に

関しては、過去には北海道漁業就業支援協議会主

催の漁業就業フェアに、活力プランを通じてです

けれども、参加していたこともありますが、現時

点では漁組からは参加していないというふうに把

握しています。一方で、地域おこし協力隊、町の

予算ですとか、ＵＩターンの支援策などを活用し

て令和10年には５人確保するために向けて取組が

行われているということで、平成30年から令和４

年度まで平均３人から数値目標が立てられてお

り、令和６年は３人、令和７年には２人の新規就

業者の実績となっているということでございま

す。 

〇５番（内海冨美子） 新規の場合は、本当に漁

師さんではないところの方が来ているのと、あと

は本業、家の仕事が漁業であるというところでお

子さんたちが後継者として今仕事に就いていられ

る方もどんどん増えてきているのかと思いますけ

れども、漁組の問題かもしれませんけれども、町
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としてもそういった後継者に対していろいろな漁

業に携わっていく上での適切な情報と、それから

講習会というか、交流会のようなものや勉強の機

会をつくっていただいて広げていただきたいと思

います。自分自身は、漁業のほうではありません

でしたけれども、もともとは漁師、漁業をなりわ

いとした家から出て、そして仲買という仕事に就

いてずっとこの余市の水産と漁港のことは見てま

いりました。本当にこの機能向上計画を見て期待

に胸が膨らんでいるところです。本当によりよく

て活気あふれる、そして後継者の方に魅力ある漁

業になるように、そして働いて魚を取った正当な

価値でお商売がなされて、やっぱり収入のアップ

は何といっても喜びのことだと思いますので、そ

ういった方向性を持って余市町の漁業に対する支

援というか、お金ばかりではありませんけれども、

いろいろな情報を提供していただいて、若者に、

後継者の方にも力を注いでいただいて今後ますま

す余市の水産業界が発展していくように思うとこ

ろです。もしまた町長何かお答えいただけました

ら、それを頂戴いたしまして質問を終わります。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 １次産業、余市の主要産業の一つでありまして、

もちろん余市の水産業、非常にブランド価値が高

くて、東京のすし屋に行っても余市のあん肝です

とか、ブリだとか、ウニだとか、非常に高評価を

受けているわけです。それにつられて余市にも飲

食店が増えてきて、余市の水産物が魅力だからと

いってレストランを開業するシェフたちも来てお

ります。このように１次産業は主力産業ですので、

浜の活力、そして漁業の魅力化というのは余市に

とって必要なことですので、引き続き漁組とも緊

密に連携しながら、余市の水産業をより活況を呈

するように町としても引き続き協力していく次第

であります。 

〇議長（藤野博三君） 内海議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位７番、議席番号６番、庄議員の発言を

許します。 

〇６番（庄 巖龍君） 令和８年第１回定例会に

当たりまして、さきに通告をいたしております一

般質問１件につきまして答弁方よろしくお願い申

し上げます。 

 件名、いじめ防止と保護司会連携について。昨

今の社会情勢は、価値観の多様化に伴い、学校現

場では教職員の負担も多く、特に児童生徒の学習

指導や生徒指導のほかにも保護者面談等々と多岐

にわたり、教職員の負担は増大するばかりです。

余市町には、余市町いじめ防止条例が平成27年に

制定、施行され、いじめの早期発見及びいじめへ

の対応に対する基本理念が定められております。 

 文部科学省では、令和４年６月、こども基本法

の成立を踏まえ、生徒指導提要が同年12月に作成

をされました。しかしながら、子供たちを取り巻

く環境は日々変化を続け、いじめ案件は文部科学

省が令和７年10月に公表したいじめの認知件数と

重大事態の発生件数は過去最多を更新をいたしま

した。前年度比0.5％増の76万9,022件、重大事態

の発生件数は同7.6％増の1,405件となっており、

特にＳＮＳを介したいじめがその背景にあるとも

指摘をされております。 

 後志教育研修センター組合の令和８年度執行方

針では、同センター運営に臨む基本姿勢として、

学校と社会が認識を共有し、地域住民との確かな

信頼関係を構築をし、学校、家庭、地域の連携に

一層努めることが極めて大きな課題となってきて

いますと諸課題を解決していく体制を構築してい

くとされております。いじめの背景には、前述の

ＳＮＳの普及があるとともに、ささいな他者から

の言動からいじめの重大事案に発展するケースが

多いとの指摘があります。 

 令和８年２月25日付北海道新聞第５面総合第

16版に「余市町 第３子以降100万円 出産祝い金 
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道内最高額」との掲載があり、余市町は出産祝い

金を拡充し、第３子以降を現行の50万円から100万

円に、第１子、第２子は５万円から10万円に倍増

すると明らかにしたとの報道があり、北海道子ど

も政策局によると2025年度時点で把握している道

内市町村の出産祝い金支給額としては最高額とさ

れ、齊藤町長の子育て応援事業に対する並々なら

ぬ姿勢が反映されております。まさに将来の我が

町、ひいては日本国を担う子供たちへの大いなる

期待の表れであり、保護者への子育て軽減策の一

助でもあります。このように公助施策がされ、子

供たちはいずれ公立の小中学校へと進むことにな

ると思いますが、いじめという障壁に直面するこ

ともあり得るかもしれません。余市町には、余市

地区更生保護司会があり、法務大臣から委嘱を受

けた非常勤の国家公務員であり、主に犯罪や非行

を犯した人の更生を図り、遵守事項を守りながら

地域貢献をするボランティア団体であります。ま

た、犯罪予防活動として犯罪や非行を未然に防ぐ

とともに、世論の啓発や地域社会の浄化に努めて

おります。また、学校との連携強化にも努めてお

ります。現余市地区保護司会には、学校担当保護

司が配属をされ、主に学校との連携がなされてお

ります。令和７年12月、更生保護制度の充実を図

る保護司法等の一部を改正する法律を受け、余市

町においても余市保護司会の活動に対しても一層

の理解、協力を受けております。いじめの背景に

は、ＳＮＳを介した背景があると提言をされてい

ますが、いじめを受けた児童生徒は保護者や友人

に相談をすることができないケースがあり、特に

いじめを受けている友人をかばった友人がまたい

じめの対象になるというケースがあり、堂々巡り

を繰り返すといったケースもあります。余市保護

司会では、人生経験を積まれた保護司が配属され、

未然にいじめを防止する観点からも保護司が余市

町内小中学校、特に町立の中学校に出向いて潜在

的いじめ対象者に寄り添う窓口となることは可能

でしょうか。以下、お伺いをいたします。 

 余市保護司会との余市町内小中学校の連携につ

いて。 

 保護司が当該小中学校、特に中学校へ出向くの

は可能か。 

 月１回程度で空き教室を利用した相談は可能

か。 

〇教育長（前坂伸也君） ６番、庄議員のいじめ

防止と保護司会連携についてのご質問に答弁申し

上げます。 

 議員のご質問にありますとおり、本町におきま

しては余市町いじめ防止条例に基づき町内小中学

校で児童生徒のいじめ防止に関する取組を進めて

いるところでございます。現在ＳＮＳを背景とし

た事案やささいな言動の積み重ねが重大事態に発

展する可能性が指摘されるなど、いじめを取り巻

く状況は複雑化、深刻化しており、早期発見、早

期対応はもとより、学校、家庭、さらには地域が

一体となり、こうした問題に取り組むことが一層

重要であると認識しております。 

 ご質問の保護司会と学校との連携についてでご

ざいますが、地域の更生保護ボランティアとして

活動されている保護司の皆様の豊かな人生経験と

地域理解は子供たちを支える大きな力となるもの

であり、学校と連携し、その専門性をいじめや非

行の未然防止に生かしていただくことは有意義で

あると考えております。 

 次に、保護司の学校への訪問でございますが、

全国的には保護司会と学校が連携した活動を行っ

ている学校もあり、本町においても保護司が学校

へ出向くことは地域の見守りや啓発活動に大きく

寄与するものと考えます。 

 次に、３点目のご質問についてでございますが、

現在各学校においては空き教室などを活用し、児

童生徒との相談が可能な部屋が設置されておりま

すので、それらを活用することは可能であると考

えております。 
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〇６番（庄 巖龍君） 総括といたしまして１点。 

 ３点ほどのご質問をさせていただきました。要

旨を得たご回答をいただいたということで、特に

私が懸念をしておりました３点目の空き教室があ

るかということでございますけれども、今教育長

のほうから答弁があったとおり空き教室等を利用

してのことは可能だということでございますの

で、こちらのほうは全てにおいて納得をいたしま

した。 

 ここで私が申し上げたいのは、たまたま今日は

皆さんご存じのとおり公立高校入試の日でござい

まして、中学校の学びやを旅立って新しい高校生

活に向けて今机に向かって試験を受けている最中

でありますけれども、子供たちが特に中学生の時

期というのは非常に思春期で精神的に安定がしな

いというところがございます。そんな点において

先ほど教育長がおっしゃられたように、人生経験

を非常に積まれた保護司の先生方、余市地区には

私の知っている限りでは特に以前学校の先生をさ

れていらっしゃった方、私も非常に尊敬する人格

者であるような、そういった先生方がよくいらっ

しゃいます。そういった方などをぜひそういった

思春期を迎える子供たち、特に中学生ですが、未

然に防ぐということ、ここにも書いてありますけ

れども、町長が今年度の予算におきまして先ほど

の午前中の議員の一般質問に対してお答えになっ

たように予算組みについては全体的にバランスの

取れた予算組みをしていくと。しかしながら、そ

の中においても特にこの道新さんの記事によりま

すと子育てに関して今までの祝い金を倍増してい

るということでございます。しかしながら、人数

が少子化の中で減っている中で子供たちが育って

いく中におきまして地域が、そして保護司会が、

昨年の実績でいきますと17万円あたりの金額が余

市町からも補助として給付されているわけでござ

います。ぜひ保護司会のほうを活用していただい

て未然に、重大事案になる前に、いじめの予備群

というわけではないですが、潜在的ないじめにな

るような子供たちを未然に防いでいただくという

ふうなことを保護司会と連携し、これからも進め

ていただきたいというふうに申し述べさせていた

だきまして、何か教育長のほうからご所見がござ

いましたら、お願い申し上げまして、私の質問を

終わらせていただきます。 

〇教育長（前坂伸也君） ６番、庄議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 いろいろご指摘をいただきまして、ありがとう

ございます。中学生のお話もございましたが、ま

さに現在子供を取り巻く環境は複雑化しておりま

して、複数の問題を抱えて追い込まれている児童

生徒も増えております。そういった中で事案によ

っては学校単独で対応するのではなく、私ども教

育委員会も含めて地域全体で子供を支える体制を

構築する必要がある、このように考えてございま

す。ご質問の保護司会との連携を含めまして、学

校、家庭、地域が一体となりまして、繰り返しに

なりますが、社会全体で子供たちを守り育む環境

づくりに努めてまいりたいと考えております。あ

わせて、町の施策もございます。現在余市町では、

子育て支援に力を入れており、様々な施策に取り

組まれております。教育委員会としても小中学校

において子供たちが安心して学ぶことができるハ

ード、ソフト面において環境づくりに努めてまい

りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。 

〇議長（藤野博三君） 庄議員の発言が終わりま

した。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

                       

〇議長（藤野博三君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明５日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会をいたします。 

延 会 午後 １時４０分 
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